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大阪市を取り巻く状況

人口減少時代の到来

現役世代の負担増

地域コミュニティの
機能低下

厳しい財政状況

市政改革の推進

平成28年度に「市政改革プラン
2.0」を取りまとめ“ムダを徹底
的に排除した効果的・効率的な行財
政運営”を進めてきたこれまでの改
革を継続し、室の高い行財政運営、
ＩＣＴの徹底活用、官民連携の推進

などの“新たな価値を生み出
す市政改革”を積極的に推進。
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１ 行政評価導入の背景



市政改革を進めるにあたっても

“ＰＤＣＡサイクルの徹底”を図るために

『行政評価』は不可欠な制度

市の様々な施策・事業においても

１ 行政評価導入の背景
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恒常的な改善が必要



バブル期以前から
計画されていた市関連施設が
次々とオープン

オリンピック誘致を見据えて
多くの国際スポーツ大会を
誘致・開催

景気の低迷によって

適切な事業収益が

見込めない。

しかし

行政評価の導入

平成８年頃の大阪市
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市政改革の着実な推進

１ 行政評価導入の背景
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平成10年度から、順次「事業評価制度」を導入

事業の見直しや市全体の事業戦略等に
十分反映されなかった

しかし

平成19年度から「経営方針に係る評価」を実施

そこで
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２ 大阪市の行政評価の変遷



移
行

経営方針に係る評価制度

【メリット】〇各所属の目標像や主な経営課題・事業戦略が明らかになった
〇個々の事業評価では見えてこない大局的・戦略的な評価が可能になった

【デメリット】〇全市的方針との整合性や連動性が十分でない
〇成果目標の設定や次の展開につながる課題の洗い出しが十分でない

運営方針に係る評価制度

２ 大阪市の行政評価の変遷
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大阪市の
行政評価

運営方針に係る評価
（運営方針の進捗状況に対する評価）

建設事業評価

大規模事業評価

事業再評価
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３ 現在の行政評価



（１）運営方針に係る評価

「運営方針」とは・・・

➢ 全市的な方針を踏まえて、各所属における“施策の選択と集中”の

全体像を示す方針として毎年度策定。

➢ 内容は、各所属の目標像・使命、経営課題とともに課題解決のため

の事業戦略（施策レベル）・具体的取組（事務事業レベル）など。

運営方針に掲載されている戦略と具体的取組について、

それぞれの目標の達成状況を点検するとともに、

めざす成果に対する戦略の有効性を評価することを通じて、

より実効性のあるＰＤＣＡサイクルを構築すること

その目的は

３ 現在の行政評価
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• 「施策の選択と集中の全体概要」（様式１）

各所属長がめざす目標・使命、当該年度の基本的な取組方針（概要）

• 「重点的に取り組む主な経営課題」（様式２）

重点的に取り組む主な経営課題、アウトカム、戦略、具体的取組、業績目標など

• 「『市政改革プラン2.0』に基づく取組等」（様式３）

『市政改革プラン2.0』に基づく取組のうち上記「様式２」に掲載されていないもの

• 「外部評価意見への対応方針」（様式４）

外部評価意見に対する所属としての方針を示すもの

• 「運営方針（素案）」：次年度予算の算定についての基本的な方針を示すもの

⇒ 例年９月に策定を始めて11月頃に公表

• 「運営方針（案）」：予算ヒア等をふまえて運営方針（素案）の内容を修正したもの

⇒ ２月頃に公表

• 「運営方針」：予算市会での議論等をふまえて運営方針（案）の内容を修正したもの

⇒ ４月に公表

主

な

構

成

策

定

過

程

３ 現在の行政評価
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実効性のある

ＰＤＣＡサイクル

の徹底

（Ｃ－１）

（Ｃ－２）

（Ｃ－３）

＜運営方針に係る評価の流れ＞

３ 現在の行政評価

これらの評価を通じて、各所属は

施策・事業の改善や見直しを行い、

次年度の運営方針や予算編成などに

反映させる。 13



＜運営方針の取組に係るスケジュール＞

運営方針は、前年度分、当年度分及び次年度分が
それぞれ密接に関わり、有機的な連携を維持することで、
施策・事業レベルでのＰＤＣＡサイクルを推進する。

３ 現在の行政評価
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２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

前年度
運営方針

（Ｃｈｅｃｋ/Ａｃｔｉｏｎ）

当年度
運営方針

（Ｄｏ/Ｃｈｅｃｋ）

次年度
運営方針

（Ａｃｔｉｏｎ/Ｐｌａｎ）

前年度 当年度 次年度

Ｄｏ

Ｃｈｅｃｋ（自己評価）

運

営

方

針

確

定

Ｄｏ
Ａｃｔｉｏｎ（適宜、評価結果を反映）

Ｐｌａｎ
（運営方針素案策定）

Ｐｌａｎ
（運営方針策

Ｐｌａｎ
（運営方針案策定）

Ｐｌａｎ
（運営方針策定）

運

営

方

針

確

定

Ｄｏ

Ｃｈｅｃｋ（外部評価）

Ｃｈｅｃｋ（自己評価）

Ａｃｔｉｏｎ

評価
結果

確定

Ａｃｔｉｏｎ

Ａｃｔｉｏｎ
Ａｃｔｉｏｎ



３ 現在の行政評価
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●大規模事業評価（事前評価）

対 象： 一定基準以上の規模を有する大規模な公共事業

時 期： 概ね事業計画が定まった段階

評価の視点： 事業の必要性、適時性、効果、市関与の必要性など

●事業再評価

対 象： 採択されてから長期間未着工、長期間継続中である事業

時 期： 事業開始後・再評価後一定期間が経過したとき

評価の視点： 社会経済情勢の変化などを踏まえ、事業の必要性、

進捗状況、今後の見通し、代替案、コスト縮減、効果など

対象事業の分析・整理

（調書の作成）

「建設事業評価有識

者会議」における

議論・意見

有識者会議の

意見を参考に

市の対応方針を決定

（２）建設事業評価



大規模な公共事業は、施策目標の達成に重要な役割を果たし、
市民生活への影響も大きい

概ね事業計画(案)が定まった段階で、外部（建設事業評価有識者会議）の視点で評価

①事業の実施や見直しの判断材料として活用
その評価結果 ⇒

②公表することにより事業効率の向上や実施過程の透明化を図る

※事業所管所属は事業計画(案)の妥当性などに関する有識者会議の意見を踏まえて対応方針を決定

〇大規模事業評価

《対象事業》

大阪市が事業主体である事業（都市計画の決定又は変更を伴わないもの）

・都市基盤整備事業（インフラ） 10億円以上

・施設建設事業（ハコモノ） 10億円以上（用地取得費を除く）

※対象外：維持修繕事業、災害復旧事業、耐震改修事業や既存施設等の
建替え又は更新のうち用途の変更を伴わないもの

そこで

３ 現在の行政評価
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（１）事業の必要性
事業内容、大阪市における当該事業分野の現状、ニーズ

の動向、他都市とのサービス水準比較、大阪市の政策意

図等から、事業の必要性が妥当であるかを確認する。

事業の実施場所、施設規模、建設工事費等が妥当であるかを確認
する。事業内容等に応じて、他施設及び他都市との単価比較等を
確認する。

（３）事業費等の妥当性

費用便益分析等により、事業の実施効果が妥当であるか

を確認する。事業便益分析等が不可能な場合は定性的な

事業効果を確認する。※費用便益分析については、国の

マニュアル等がある事業を対象とする。

（２）事業効果の妥当性

コスト縮減等が図られるか、事業の特性に適しているか
等、民間活力の活用を含め整備手法や運営手法が妥当な
ものとなっているかを確認する。

（６）ＰＰＰ／ＰＦＩ手法

等、事業の整備・運

営手法の検討状況

当該事業の実施により、生活環境、自然環境、災害時の

安全確保、社会・文化環境等への影響に対し、対応方策

が妥当であるかを確認する。

（５）安全・環境への影響

と対策

（４）事業の継続性
事業の維持管理費、収益予測等が妥当で、事業の継続が

可能であるかを確認する。

３ 現在の行政評価
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＜大規模事業評価の視点（平成30年度）＞



〇事業再評価

事業開始後も長期間未着工であったり長期間継続している事業

事業の必要性や進捗状況、今後の見通し、代替案、コスト縮減、
事業の効果などについて、社会経済情勢の変化などを踏まえて評価

事業継続の適否等の判断材料として活用

その評価結果 ⇒ 公表することにより公共事業の効率性
の向上や実施過程の透明化を図る

※ 事業所管所属は事業の優先度に係る評価や対応方針(案)を調書に記載しその
妥当性についての建設事業評価有識者会議の意見を踏まえて対応方針を決定

を対象に

３ 現在の行政評価
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《対象事業（次のいずれかに該当するもの）》

・国庫補助事業で、所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの

・市の事業で、事業開始年度から起算して５年目の年度において未着工
又は継続中のもの(※)

・市の事業で、事業再評価を実施した年度から５年以上が経過し、なお
継続中のもの(※)

・その他市長が特に必要と認めるもの

※対象外：評価実施年度に事業完了予定のもの
進捗率90%以上で５年以内での完了の目途があるもの

＜事業再評価の実施年度＞

３ 現在の行政評価
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※「市政モニター」は平成31年度から廃止し「世論調査」と「民間ネット調査」に集約する予定

行政評価は「市民ニーズ」が重要な評価基準となるので、これを
的確に把握するため、マーケティング・リサーチの調査ツールを活用。

４ 市民ニーズの反映
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● 平成32年度の改正地方自治法施行に向け、
所属マネジメントの一層の強化が全市的な
課題となっている。

● 所属によって、運営方針に基づく自律的
な所属マネジメントの状況にムラがある
ため、全体的な底上げが必要。

● 各所属における自律的な所属マネジメン
トの強化に向け、現状の運営方針に係る
評価制度の改善が必要。

現状の課題

● 所属マネジメントに課題があると思われ
る所属に対し、有識者会議が所属マネジメ
ントの強化に向けた講評を行い、所属側の
対応方針を聴取するとともに、以後も対応
状況の報告を求め、必要に応じて改善を促
すことなどにより、所属マネジメントの実
効性を担保する「新たな取組」を構築する。

● 現状の運営方針に係る評価制度のうち、
「内部評価」と有識者会議による「外部
評価」を本取組へ移行する。

今後の対応

以上のような行政評価システムによって
施策・事業のＰＤＣＡサイクルを推進

各所属における自律的な
所属マネジメントの強化
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５ 課題と展望



有識者会議

① 有識者会議（事務局：市政改革室）が各所属における
所属マネジメントの状況を調査・把握【２～４月】

② 各所属における所属マネジメントの状況を庁内公表
（所属マネジメント状況の“見える化”）【５月】

③ 有識者会議で当年度の対象所属（２～３所属）を決定
し当該所属へ通知（説明資料の作成依頼）【６月】

④ 説明資料の提出【７月】

⑤ 講評内容の調整【８～10月】

⑥ 有識者会議で講評内容を決定【11月】

⑦ 有識者会議委員による講評の実施
対象所属による対応方針の表明【12月中旬】

⑧ 講評内容を公表【12月下旬】

以後、対応状況の報告を求め、必要に応じて改善を促す

各所属

対

象

所

属

５ 課題と展望
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＜「新たな取組（案）」のイメージ＞
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ご清聴ありがとうございました。

大阪市の行政評価は、

今後もＰＤＣＡサイクルを回しながら、

進化・発展させてまいります。


